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丹波篠山市自家用有償旅客運送条例新旧対照表

現行 改正案 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

路線名 実施地区 起点 主な経過地 終点 

大芋線 大芋地区 大芋地区内 細工所 北新町 

後川線 後川地区 後川地区内 日置 北新町 

西紀北線 西紀北地区 桑原 本郷 川阪 

西紀中線 西紀中地区 西紀中地区

内 

西谷 東吹 

村雲線 村雲地区 村雲地区内 細工所 福井 

路線名 実施地区 起点 主な経過地 終点 

大芋線 大芋地区 大芋地区内 細工所 北新町 

後川線 後川地区 後川地区内 日置 北新町 

西紀北線 西紀北地区 桑原 本郷 川阪 

西紀中線 西紀中地区 西紀中地区

内 

西谷 東吹 

（削除） 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

区分 使用料 

別表第１に規定する各地区内での運

行の場合（ただし、大芋地区につい

ては福住地区及び村雲地区を、後川

地区については日置地区を、村雲地

区については大芋地区をそれぞれの

地区に含む。） 

大人 ２００円 

小人 １００円 

幼児 無料 

障害者等 上記区分によ

る金額の２分

の１ 

上記地区の境を越えた運行の場合 大人 ５００円 

小人 ２５０円 

幼児 無料 

障害者等 上記区分によ

区分 使用料 

別表第１に規定する各地区内での運

行の場合（ただし、大芋地区につい

ては福住地区及び村雲地区を、後川

地区については日置地区をそれぞれ

の地区に含む。） 

大人 ２００円 

小人 １００円 

幼児 無料 

障害者等 上記区分によ

る金額の２分

の１ 

上記地区の境を越えた運行の場合 大人 ５００円 

小人 ２５０円 

幼児 無料 

障害者等 上記区分によ
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る金額の２分

の１ 

る金額の２分

の１ 

備考 備考 

１ この表において「大人」とは中学生以上の者を、「小人」と

は小学生を、「幼児」とは小学校就学前の者をいう。 

１ この表において「大人」とは中学生以上の者を、「小人」と

は小学生を、「幼児」とは小学校就学前の者をいう。 

２ この表において「障害者等」とは、身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）に基づく身体障害者手帳、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

に基づく精神障害者保健福祉手帳又は兵庫県療育手帳制度要

綱（昭和４９年２月２７日障福第７４９号兵庫県民生部長通

知）に基づく療育手帳の交付を受けた者（身体障害者手帳の交

付を受けた者にあっては、その介護人を含む。）をいう。 

２ この表において「障害者等」とは、身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）に基づく身体障害者手帳、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

に基づく精神障害者保健福祉手帳又は兵庫県療育手帳制度要

綱（昭和４９年２月２７日障福第７４９号兵庫県民生部長通

知）に基づく療育手帳の交付を受けた者（身体障害者手帳の交

付を受けた者にあっては、その介護人を含む。）をいう。 
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丹波篠山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個

人番号利用事務をいう。 

(6) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個

人情報をいう。 

（個人番号の利用範囲） （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲

げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲

げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が

行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲

げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲

げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が

行う特定個人番号利用事務とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 市の執行機関は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するた

めに必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自

らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定によ

り、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事

務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合

は、この限りでない。 

３ 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な

限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用する

ことができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシ

ステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定

個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 
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４ （略） ４ （略） 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供す

ることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとす

る。 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供す

ることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとす

る。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 市の執行機関が、市の他の執行機関に対し、法別表第２の第２

欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる

特定個人情報の提供を求めた場合において、当該市の他の執行機

関が当該特定個人情報を提供するとき。 

(2) 市の執行機関が、市の他の執行機関に対し、特定個人番号利用

事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた

場合において、当該市の他の執行機関が当該利用特定個人情報を

提供するとき。 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

執行機関 事務 

１ 市長 福祉医療費等の助成に関する事務であって規則で定

めるもの 

２ 市長 市が設置する住宅の管理に関する事務であって規則

で定めるもの 

３ 教育委員

会 

就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの 

執行機関 事務 

１ 市長 福祉医療費等の助成に関する事務であって規則で定

めるもの 

２ 市長 市が設置する住宅の管理に関する事務であって規則

で定めるもの 

３ 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の

管理に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 教育委員

会 

就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 教育委員

会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の

管理に関する事務であって規則で定めるもの 
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別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 福祉医療費等の助成に関

する事務であって規則で

定めるもの 

次に掲げる情報であって

規則で定めるもの 

(1) 地方税法（昭和２

５年法律第２２６

号）その他の地方税

に関する法律に基づ

く条例の規定により

算定した税額又はそ

の算定の基礎となる

事項に関する情報

（以下「地方税関係

情報」という。） 

(2) 住民基本台帳法

（昭和４２年法律第

８１号）第７条第４

号に規定する事項

（以下「住民票関係

情報」という。） 

(3) 生活保護法（昭和

２５年法律第１４４

号）による保護の実

施又は就労自立給付

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 福祉医療費等の助成に関

する事務であって規則で

定めるもの 

次に掲げる情報であって

規則で定めるもの 

(1) 地方税法（昭和２

５年法律第２２６

号）その他の地方税

に関する法律に基づ

く条例の規定により

算定した税額又はそ

の算定の基礎となる

事項に関する情報

（以下「地方税関係

情報」という。） 

(2) 住民基本台帳法

（昭和４２年法律第

８１号）第７条第４

号に規定する事項

（以下「住民票関係

情報」という。） 

(3) 生活保護法（昭和

２５年法律第１４４

号）による保護の実

施又は就労自立給付
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金の支給に関する情

報（以下「生活保護

関係情報」という。） 

(4) 外国人生活保護

関係情報 

(5) 身体障害者福祉

法（昭和２４年法律

第２８３号）による

身体障害者手帳、精

神保健及び精神障害

者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第

１２３号）による精

神障害者保健福祉手

帳又は知的障害者福

祉法（昭和３５年法

律第３７号）にいう

知的障害者に関する

情報 

(6) 高齢者の医療の

確保に関する法律

（昭和５７年法律第

８０号）又は同法第

７条第１項に規定す

金の支給に関する情

報（以下「生活保護

関係情報」という。） 

(4) 外国人生活保護

関係情報 

(5) 身体障害者福祉

法（昭和２４年法律

第２８３号）による

身体障害者手帳、精

神保健及び精神障害

者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第

１２３号）による精

神障害者保健福祉手

帳又は知的障害者福

祉法（昭和３５年法

律第３７号）にいう

知的障害者に関する

情報 

(6) 高齢者の医療の

確保に関する法律

（昭和５７年法律第

８０号）又は同法第

７条第１項に規定す
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る医療保険各法によ

る医療に関する給付

の支給に関する情報 

２ 市長 市が設置する住宅の管理

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

る医療保険各法によ

る医療に関する給付

の支給に関する情報 

(7) 住登外者宛名番

号管理機能による住

登外者の情報の管理

に関する情報（以下

「住登外者宛名情

報」という。） 

２ 市長 市が設置する住宅の管理

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報又は住登

外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

３ 市長 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民

票関係情報であって規則

で定めるもの 

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

教育委員会 就学の援助に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

市長 地方税関係情報、住

民票関係情報又は

生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員

会 

就学の援助に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

市長 地方税関係情報、住

民票関係情報又は

生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

２ 教育委員 住登外者宛名 市長 住登外者関係情報
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 会 番号管理機能

による住登外

者の情報の管

理に関する事

務であって規

則で定めるも

の 

であって規則で定

めるもの 
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丹波篠山市附属機関設置条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第１条関係） 別表（第１条関係） 

執行機関 附属機関 担任事務 

市長 （略） （略） 

丹波篠山市交通安

全対策会議 

交通安全計画の策定及びその推進に

ついての調査審議 

丹波篠山市女性委

員会 

男女共同参画の推進についての調査

審議 

（略） （略） 
 

執行機関 附属機関 担任事務 

市長 （略） （略） 

丹波篠山市交通安

全対策会議 

交通安全計画の策定及びその推進に

ついての調査審議 

（削除） 

 

（略） （略） 
 

 

丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表（附則第２項関係） 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） 

ふれあい館運営審議

会 

委員 日額 ４，０００円 

女性委員会 委員 日額 ３，０００円 

（略） （略） （略） 
 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） 

ふれあい館運営審議

会 

委員 日額 ４，０００円 

（削除） 

（略） （略） （略） 
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丹波篠山市まちづくり条例新旧対照表 

現行 改正案 

(国等が行う開発行為等) (国等が行う開発行為等) 

第１５条 国又は地方公共団体その他規則で定める法人(以下「国

等」という。)が行う開発行為等については、第５条第１項の事前

協議及び第８条第１項の許可申請を要しない。この場合において、

国等は、当該開発行為等について、市長にその内容を通知しなけれ

ばならない。 

第１５条 国又は地方公共団体その他規則で定める法人(以下「国

等」という。)が行う開発行為等については、第５条第１項の事前

協議及び第８条第１項の許可申請を要しない。この場合において、

国等は、当該開発行為等について、市長にその内容を通知しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による通知があった場合において、当該通知

に係る開発行為等が丹波篠山市のまちづくりに支障があると認める

ときは、国等に対し、必要な協議をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による通知があった場合において、当該通知

に係る開発行為等が丹波篠山市のまちづくりを推進するため必要が

あると認めるときは、当該国等に対し、第４条第３項各号に掲げる

計画と整合を図るよう協議を求めることができる。 
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丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠山城大書院及び丹波篠山市立青山歴史村の共通入館料に関する条例新旧対

照表 

現行 改正案 

（４館共通入館料） （４館共通入館料） 

第２条 ４館共通入館料（消費税相当額を含む。）は、次のとおり

とする。 

第２条 ４館共通入館料（消費税相当額を含む。）は、次のとおり

とする。 

大人 １人 ６００円 保護者同伴の６歳未満の者は

除く。 大学生、高校生 １人 ３００円 

中学生、小学生 １人 １５０円 
 

大人 １人 ９００円 保護者同伴の６歳未満の者は

除く。 大学生、高校生 １人 ５００円 

中学生、小学生 １人 ３００円 
 

２～６ （略） ２～６ （略） 
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